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住民監査請求監査の結果について（通知） 

 

 

 平成２９年８月２９日付で収受しました地方自治法第２４２条第１項の規定によ

る住民監査請求について、同条第４項の規定により標記監査を実施しましたので、

この結果を別添のとおり通知します。 
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住民監査請求監査の結果について 

 

第１ 請求人の住所・氏名 

  ■■■■■■■■■■■■■■ 

   ■ ■ ■  ■ ■ 

 

第２ 請求の要旨 

  請求人からの請求の要旨については、平成２９年８月２９日付三田市職員措置

請求書（住民監査請求書）（以下「本件措置請求書」という。）、平成２９年９月

８日付三田市職員措置請求書（住民監査請求書）補正資料（以下「本件補正資料」

という。）及び平成２９年９月１９日付三田市職員措置請求書（住民監査請求書）

補正資料その②（以下「本件補正資料②」という。）から、下記のとおりと解し

ました。 

 １ 請求の理由 

  ⑴ 本件措置請求書における請求の理由 

    平成２８年９月１日付の■■■■連合自治会（現：■■小校区連合自治会。

以下「本件連合自治会」という。）と■■小校区まちづくり連絡協議会（以

下「本件まち協」という。）との■■■■コミュニティセンター（以下「本

件コミセン」という。）の使用に関する覚書（以下「本件コミセン使用覚書」

という。）の締結は無効である。現時点、その追認もなく、新しい法律行為

もない。しかるに、この状況で、三田市は本件まち協にふるさと地域交付金

（以下「本件交付金」という。）を平成２８年７月２０日付で交付し、平成

２９年３月３１日付でこの確定手続をしている。厳正な法（きまり）に則っ

た監査を請求する。 

   ア 前書き 

     平成２８年９月１日付で本件コミセンに関係して、本件コミセン使用覚

書、コミュニティセンターの無償譲渡に係る覚書（以下「本件無償譲渡覚

書」という。）、土地の使用貸借に関する契約書（本件土地使用契約書）の

３つの契約書（以下「本件３契約書」という。）があり、それぞれの状況

が異なっており、複雑であるが、今回の住民監査請求は、平成２８年度決

算の議会における承認が間近であるため、本件連合自治会と本件まち協と

の本件コミセン使用覚書の追認の不備に限定する。追認ではない。追認の

不備である。他の２件は、新しい法律行為がないという追認の不備である

が、本件まち協関連の案件には、追認するという事実そのものも存在しな
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い。 

     本件まち協に関する今回の住民監査請求に際し、本当は、今回の住民監

査請求に添付している平成２９年７月１８日付の■■小校区まちづくり連

絡協議会の■■■■コミセン事務所使用に関する疑念について（総合的な

観点で）（以下「本件質問文書」という。）に記載されているたくさんの内

容にて監査を請求するべきであるが、三田市議会による平成２８年度の決

算の承認が、平成２９年９月から１０月までの間になされるため急ぎであ

る。しかるに、たくさんの内容は、過日、質問文書を市民生活部市民協働

室協働推進課（旧：市民生活部市民協働室地域支援課。以下「協働推進課」

という。）に提出し、担当者からの回答を待っている状態である。最新の

質問文書は、本件質問文書である。よって、その回答を得てからの住民監

査請求が本来のものであるが、文書提出後２週間程度で回答があるところ、

かなりの日数を経過しているが、現時点回答がないので、先日苦言を伝え

た。よって、たくさんの監査予定の内容を今回は提示だけに留め、現時点

において確定している追認の不備１つだけにて監査を請求する。 

     しかるに、これにより、無効な行為の追認措置に不備があることが監査

により確定できれば、①無効である、②追認を要する、③新しい法律行為

が必要であるとなり、本件まち協関連の案件のおおもとが崩れることから、

おおよその措置ができたことになる。本件質問文書をこの意味で今回の住

民監査請求の添付資料とすることから、追認の不備の他にも問題があり、

本当の問題はこちらも加味すべきであるとして理解してほしい。なお、現

時点までに、追認がないということは、新しい法律行為は、為した時点で

あるので、平成２９年９月１日以降になり、平成２９年度の本件連合自治

会と同年度の本件まち協との契約になる。厳密には、総会議決事項である。 

     平成２９年８月２５日に神戸地方裁判所（以下「本件裁判所」という。）

に出向き、訴訟に関係する資料を閲覧してきた。現時点、訴訟は、和解す

る方向で進められている。正式な和解の調印は、まだまだ先のようである。

和解が成立すると、本当の意味で、このような状況が法的にも確定する。

ただし、閲覧して、疑念が生じた。本件裁判所に、平成２９年７月１５日

付にて作成された同年４月９日の総会の議事録と和解案が提出されている

にもかかわらず、本件連合自治会のメンバーがこれらを目にしていない。

訴訟が、個人で行われている感じがする。そのような個人の措置を、■■

■■地区（以下「本件地区」という。）の住民全員が背負うのか。被告は

本件連合自治会と三田市である。なぜ、本件裁判所に提出されている議事

録や和解案を、本件連合自治会で事前に討議し、承認を得ないのか。討議

の場に、原告も同席しているのが理由であるならば、退席している状態は
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すぐにできる。しかるに、三田市には、和解案が届いているようである。

三田市は承認したのか。なにか、おかしい。 

   イ 住民監査請求内容の概要 

    (ｱ) 住民監査請求の財務会計上の対象の説明 

      本件交付金の組織運営に係る経費のうち、事務局員の人件費（＝給与）

の支払には、雇用契約書にて雇用契約を締結する必要がある。本件まち

協の雇用契約書には、勤務場所として、本件コミセンが記載されている。

しかるに、本件コミセンは本件連合自治会が所有しているとされている

にもかかわらず、本件まち協が？という疑念が生じるが、別途、本件コ

ミセン使用覚書を締結し、本件コミセンの事務室が使用できるようにな

っている。今回の住民監査請求は、これに関するたくさんの内容は保留

し、本件コミセン使用覚書の締結という法律行為は、現在の状況では、

無効な法律行為であることの監査を求め、結果として、新しい法律行為

が必要であるため、平成２８年度の本件まち協への本件交付金の三田市

の職員措置の是正を求めるものである。 

    (ｲ) 証拠となる事実の個別的かつ具体的な説明 

     ａ その① 

       平成２８年（ワ）第１３１６号決議無効・取消確認請求事件、平成

２８年（ワ）第２０８６号決議無効・取消確認請求事件の訴訟により、

契約締結日において契約当事者が不存在である。 

       平成２７年度の本件連合自治会の会長であるＡ氏が、平成２９年２

月上旬に、平成２７年度の役員全員と平成２８年度の構成員全員を招

集し、平成２８年４月１０日の総会のやり直しのための臨時総会を平

成２９年２月１２日に開催した。その臨時総会において、平成２８年

度の本件連合自治会の全役員を新しく選任したため、本件無償譲渡覚

書に記名されている会長としてのＢ氏が平成２８年９月１日において

不存在になった。 

       平成２７年度の役員全員とこれから役員に選任される予定の平成２

８年度の構成員全員が、平成２９年２月１２日の臨時総会に出席して

いることから、平成２８年９月１日の本件連合自治会の会長はＡ氏で

なければならない。よって、本件３契約書に記名されている会長とし

てのＢ氏は、不存在である。不存在の者が契約の締結ができる道理は

ないことから、本件３契約書は無効になる。つまり、平成２８年９月

１日の本件３契約書は、無効な法律行為になる。本件３契約書に記名

されている会長としてのＢ氏の不存在は、臨時総会が既に開催済のた

め、現時点確定している。 
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     ｂ その② 

       本件コミセン使用覚書は、契約当事者の不存在により無効である。 

       本件コミセン使用覚書は、本件連合自治会と本件まち協とで締結さ

れている。本件コミセン使用覚書が上記の理由により無効な法律行為

になる。結果として、本件まち協が雇用契約書にて雇用契約を締結す

るときの勤務場所がおかしくなり、勤務場所に本件コミセンを記載で

きる根拠がなくなり、雇用契約書において不当な記載となり、本件ま

ち協が雇用する事務局員の業務内容として本件コミセンの受付業務が

記載されることが不当な内容となり、雇用契約書が無効？などという

事態が発生する。本件まち協に本件交付金が支給できなくなる。 

     ｃ その③ 

       訴訟の原告が追認にＯＫかどうかではない。 

       ここに、三田市の誤解があると感じる。平成２９年４月９日の本件

連合自治会の総会において、訴訟の原告を含めて、出席者から追認に

ＯＫという議決ができれば、これで完了しているという誤解である。

訴訟の原告のＯＫが過去においてない状況で締結したことだけが問題

ではないので、訴訟の原告が追認にＯＫかどうかではない。 

       訴訟が提起され、平成２８年４月１０日の定期総会に訴訟の原告を

欠いた組織編成であったため、やり直す措置を求められ、実際にやり

直している。その理由により、契約当事者が平成２８年９月１日に不

存在になっている。契約が無効になっている。したがって、訴訟の原

告が追認にＯＫを出したからといってもダメである。本件連合自治会

として、新しい法律行為が必要である。民法（明治２９年法律第８９

号。以下同じ。）では、有効な法律行為である場合は、追認だけで完

了する。新しい法律行為は不要である。 

       平成２９年４月９日の本件連合自治会の総会議案書、同年５月１３

日の本件まち協の総会議案書に、本件コミセン使用覚書の追認の議案

はない。これでは、追認にＯＫどころか、追認そのものができていな

い。よって、本件コミセン使用覚書は現時点無効である。追認と新し

い法律行為が必要である。 

     ｄ その④ 

       新たな法律行為が求められる。現時点存在しない。 

       無効な行為の追認（民法第１１９条）の条文には「無効な行為は、

追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の

無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものと

みなす。」とされており、下記のとおり解説がなされている。 
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      ・ 無効な行為は、当事者による追認によっても、その効力を生じま

せん。ただし、当事者がその行為が無効であることを知って追認を

した場合は、その追認があった時点で、新たな行為をしたものとみ

なします。そもそも、無効な行為というのは、最初からなんらかの

問題がある意思表示によってなされるものですから、後から追認さ

れようとも、効力が生じることはありません。これは、当事者に対

してだけではなく、すべての人に対して効力が生じません。ただ、

当事者が、その行為が無効であることを知っていたうえで追認した

場合は、その追認は、問題がある意思表示ではなくなっています。

このような場合は、その追認があった時点で、新たな行為をおこな

ったものとみなして、その行為が有効に成立します。ただし、公序

良俗違反（第９０条参照）や強行規定（第９１条参照）の違反など、

当事者の意思以外が原因で無効となる場合を除きます。 

      ・ 本条はいわゆる「みなし規定」であるため、当事者がその行為の

無効であることを知って追認をした場合は、実際はもっと以前に行

為がおこなわれていたにもかかわらず、新たな行為をしたものとし

て扱います。 

       よって、本件コミセン使用覚書が無効になると、無効な行為の追認

（民法第１１９条）が求められるが、この追認措置が正しくできてい

ない。事実として、この追認が、双方の定期総会においてできていな

い。平成２９年度の本件連合自治会、本件まち協のどちらの総会議案

書にも、本件コミセン使用覚書の追認措置の議案はない。現時点にお

いても追認という法律行為は存在していない。よって、本件コミセン

使用覚書は有効になり得ない。 

       現時点、追認という法律行為が完了していない。「無効な行為は、

追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の

無効であることを知って追認をしたときは、新たな法律行為をしたも

のとみなす。」という法の規定にある新たな法律行為が存在しない。

本件連合自治会が改名されていることから、会則改正後に追認すると、

平成２９年４月１０日以降（現時点において措置がないため、同年９

月１日以降になる。）は、この新しい会名の新会長名の覚書が作成さ

れなければならない。つまり、新たな法律行為となるべき、新たな契

約の締結が存在しない。 

       この状態に加えて、三田市の本件交付金の支給に多々問題有りと別

途指摘している。その回答がいまだにない。 

     ｅ その⑤ 
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       契約という法律行為において、文書は２通作成されている。当事者

は、本件連合自治会、本件まち協だけではなく、三田市も当事者であ

る。 

       また、本件無償譲渡覚書、本件土地使用契約書は、三田市と本件連

合自治会との契約であり、２通作成されているので、追認には、三田

市の法律行為も必要である。少なくとも、片方の契約当事者である本

件連合自治会が、総会において追認する必要があるという状況ならば、

三田市が追認という法律行為をしないままで済むはずがない。締結日

が１か所しか記載できない書式であることから、同じ日に、同席して

契約する必要がある。平成２９年４月９日の総会の時には、三田市の

姿はなかった。その後においても、三田市の追認の意思の確認に関し

て、三田市は平成２９年６月１３日付三協第７０号の■■■■コミュ

ニティセンターの無償譲渡に関する覚書等に対するご指摘についてに

おいて「適格な当事者による有効な行為なので、追認をする必要はあ

りません」と回答している。この状況においても、不存在を認めない

ということを意味している。和解案を認めないということを意味して

いる。ところが、和解案を認めず、この臨時総会を承認しないと、平

成２９年度の本件連合自治会が不存在になり、さらに問題が大きくな

る。しかるに、平成２８年９月１日の本件連合自治会の会長名を問い

質しても回答ができない。改めて、監査委員にも聞く。 

       本件３契約書という法律行為は、現時点において、締結日が平成２

８年９月１日と記載されたものしかなく、また、締結当事者が締結日

において会長としての不存在が確定しているＢ氏が会長として記名さ

れているものしか存在しない。適格な当事者による、新たな契約の締

結が存在しない。 

       本件コミセン使用覚書は、本件連合自治会と本件まち協との契約で

あり、三田市は無関係であるとの立場なのか。本件無償譲渡覚書の第

６条には、三田市の承認が必要であると記載されていると指摘したと

ころ、本件コミセン使用覚書は契約ではなく協力関係であるというむ

ちやくちやな論が返ってきている。２通作成し、代表記名印までして

いる文書を作成して、何を回答しているのか。しかるに、■■■■■

自治会連合会（以下「本件自治会連合会」という。）への補助金をこ

のような協力関係文書の締結さえもないのに、三田市職員である口座

名義人に対して公金を支払している。監査委員の政務監査を求める場

面である。 

       本件連合自治会は、不備ながら追認の形は見せている。三田市には
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ない。また、訴訟の原告と本件連合自治会とは、和解するとしている。

三田市の動きは同じにならないといけない。三田市の措置が間違って

いる。 

    (ｳ) 住民監査請求の財務会計上の対象の再確認 

      監査の意味において、住民監査請求は職員措置である。財務会計にお

ける措置に限定すると、結果として、本件交付金の内、事務局員に対す

る人件費に相当するものは本件まち協に交付できる状況になっていない

にもかかわらず交付することの不当を訴える。法に則ってなされる厳正

な監査を請求する。また、請求人に理解できる法解釈とその説明を添え

てほしい。 

  ⑵ 本件補正資料及び本件補正資料②における請求の理由 

   ア たくさんある事由の内、今回は、ただ１つだけの事由にて、住民監査請

求をしている。 

     平成２８年９月１日付の本件コミセン使用覚書の締結という法律行為は、

現在の状況では、無効な法律行為であると訴えている。 

     結果として、追認と新しい法律行為が必要であるが、本件連合自治会、

本件まち協の双方にてなされていない。平成２８年度の本件まち協への本

件交付金の交付は不当な措置になることから是正を求める。 

    (ｱ) 外観上、平成２８年９月１日付で本件コミセン使用覚書が、本件連

合自治会と本件まち協との間で締結された。 

    (ｲ) しかるに、別途事由により、平成２８年９月１日において、本件コ

ミセン使用覚書の契約における本件連合自治会側の契約当事者が不存在

であることが確定した。 

    (ｳ) よって、平成２８年９月１日付の本件コミセン使用覚書が無効であ

ることが確定した（別途事由により、三田市と本件連合自治会との諸契

約も無効であると訴えている。）。 

    (ｴ) 本件コミセン使用覚書の締結は、住民監査請求を提出する１年以内

の事案である。よって、請求期間内の事案である。 

    (ｵ) よって、本件まち協が、本件コミセンを使用できる根拠がなくなっ

た。本件まち協と雇用契約を結ぶ事務局員の雇用条件が喪失されたため、

雇用契約が不当な内容になった（雇用場所、雇用理由、バーター取引）。 

    (ｶ) 本件交付金の内に本件まち協の組織運営に係る経費である事務局員

の人件費が含まれているが、組織運営に係る経費としてではなく、本件

コミセンの受付業務の対価として支払われている実態がある（バーター

取引となっている）。そのバーター取引の根拠さえも失われた状態であ

る。 
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    (ｷ) 本件コミセン使用覚書は、本件連合自治会と本件まち協との契約で

あるため、有効、無効に関して、三田市には関与する資格はない。 

    (ｸ) しかるに、三田市は、本件交付金が適切に活用されているか、手続

きは適切かどうか、チェックする必要がある。本件交付金の交付決裁は、

協働推進課である。 

    (ｹ) この件に関して、追認と新しい法律行為が必要であるが、現時点、

双方においてなされていないと訴えている。住民監査請求が出され、無

効を訴えられ、三田市職員の本件交付金の交付措置が誤りであると訴え

られている。三田市は、本件まち協の追認と新しい法律行為の確認を要

する。現状における本件交付金の交付措置に関して、監査を請求する。 

   イ 過去の住民監査請求に鑑み、個人的な意見を補足する。 

     本件無償譲渡覚書も破綻しているので、本件交付金の手続上の問題だけ

ではないばかりか、組織運営に係る経費としての実態に疑念がある。 

    (ｱ) よって、現時点、措置に不備があるが、今後正しく措置されれば、

結果として同額を交付することになるので、三田市に財務会計上の被害

はない、という監査はあり得ない。 

    (ｲ) また、本件コミセンの受付業務を実体として実行していることから、

その対価であるという監査もあり得ない。本件コミセンの所有者？は、

本件連合自治会とされている。本来、本件コミセンの受付業務は本件連

合自治会が担当すべきである。本件まち協の組織運営に係る経費である

事務局員の人件費に該当する業務内容ではない。 

    (ｳ) 本件まち協が手伝いをしているとするなら、本件まち協の組織運営

に係る経費としての本件交付金の交付はあり得ない。 

    (ｴ) これまでの監査において、訴訟における主文は記載されているが、

判決理由に当たる説明が不足又は欠けていると感じる。結果として、せ

っかくの監査結果が理解できない。必要な説明をしてほしい。  

   ウ 平成２９年９月１５日入手の公文書公開請求資料から、さらに新たな疑

念が出てきた。 

     本件まち協の総会は、平成２９年５月１３日である。総会の議案に、決

算の承認があり、審議がなされている。この収支決算書の会計監査の日付

は、平成２９年４月１８日である。しかるに、本件まち協の事業費が確定

し、領収書などの証するものを添付したふるさと地域交付金実績報告書

（以下「本件交付金実績報告書」という。）は、平成２９年３月３１日付

で提出されている。本件まち協の報告を受け、平成２９年３月３１日付で

三田市が既に本件交付金の確定手続をしていることは、論理が合わない。

三田市が確定手続してから会計監査、総会にて審議というのでは、三田市
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はたいへんなひどさの無責任措置である。 

     しかも、人件費は平成２９年３月３１日午前中の業務の従事を確認後に

なされるもので、給与の支給はまだなされていない。支払が完了していな

いので領収書、領収印なども不備、会計監査はなされていない、決算の総

会承認が得られていないという状況で、本件まち協の収支決算が、なぜ、

三田市にて平成２９年３月３１日に確定手続ができるのか。諸帳簿の確認

ができるはずがない。不当な職員措置である。 

     本件自治会連合会に対して、三田市から補助金が出ているが、この会計

の監査は、平成２９年４月１２日である。総会は平成２９年５月２１日で

ある。同じような不合理な確定手続が為されているのか？これらに関して、

行政監査は、合格しているのか？ 

   エ 平成２８年７月２０日付で事業費の確定前交付がなされている。しかる

に、本件まち協の事業費が確定し、領収書などの証するものを添付した本

件交付金実績報告書は、平成２９年３月３１日付で提出されている。しか

し、本件交付金実績報告書に記載されている本件まち協の組織運営に係る

経費としての事務局員の人件費（６１７，０４０円）は、本件交付金実績

報告書に虚偽があり不当であることから、協働推進課（三田市長）が交付

したことは間違いである。平成２９年３月３１日以降において、本件まち

協の総会承認を得た後、ふるさと地域交付金確定通知書（以下「本件交付

金確定通知書」という。）は６１７，０４０円を減額して通知するべきで

ある。 

     確定前交付に関して異論はない。支出命令書は平成２８年７月２０日付

である。この時点において、本件コミセンは完成前であるため、本件コミ

センに関係するいろいろな法律行為はまだ契約できない。よって、特に、

関係の大きい雇用契約書は、平成２８年９月２日である。しかるに、訴訟

の提起は、平成２８年７月６日である。関係職員にとって、７月２０日、

９月１日に何のこだわりもなかったのか。その後、訴訟の関係で、本件連

合自治会の諸契約当事者Ｂ氏が平成２８年９月１日において不存在になっ

た。本件まち協の平成２９年３月３１日の報告のうち事務局員の人件費は、

本件コミセン使用覚書の無効により、虚偽の内容になってしまう。三田市

の起案用紙、変更支出負担行為書、本件交付金確定通知書などの決裁は、

平成２９年３月３１日である。訴訟は、三田市も被告である。三田市の指

定代理人は、協働推進課の職員である。平成２８年９月１日の法律行為が

無効であることを知っている。この状況で、本件まち協の不当な報告によ

り、本件交付金の確定ができるのか。今回の住民監査請求は、平成２８年

９月１日の法律行為が無効であるかどうかを監査して欲しいということで
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はない。これは、当たり前のことである。しかも、平成２９年２月１２日

に、平成２８年４月１０日の総会をやり直している。実施済である。よっ

て、追認もなく、新たな法律行為をしていないことから、追認をし、新た

な法律行為をするように訴えるものである。新たな法律行為をするまでは、

無効状態が継続していることを確認するものである。よって、平成２９年

度のふるさと地域交付金も、現況では、交付金確定前交付が不当になって

いる。 

     よって、平成２９年３月３１日付で本件まち協の不当な事業報告を受け、

本件交付金の内、組織運営に係る経費としての事務局員の人件費（６１７，

０４０円）を交付できないことを知りながら確定手続をしたという財務会

計に関する不当な職員措置に対して監査を請求する。 

 ２ 請求する措置 

   本件まち協への平成２８年度の本件交付金（１，４５５，５１９円）の内、

組織運営に係る経費としての事務局員の人件費（６１７，０４０円）を三田市

へ返還させる措置を講じることを求める。 

 

第３ 請求の受理 

  本件措置請求書、本件補正資料及び本件補正資料②による住民監査請求（以下

「本件住民監査請求」という。）については、監査委員会議において審査した結

果、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４２

条に規定する要件を具備しているものとして、平成２９年９月１９日付でこれを

受理しました。 

  また、自治法第２４２条第１項において、住民監査請求に際して添付しなけれ

ばならないこととされている事実を証する書面として、請求人から下記の書面が

提出されました。 

  ・ ■■■■連合自治会と■■小校区まちづくり連絡協議会との■■■■コミ

ュニティセンターの使用に関する覚書（平成２８年９月１日付） 

  ・ コミュニティセンターの無償譲渡に係る覚書（平成２８年９月１日付） 

  ・ 土地の使用貸借に関する契約書（平成２８年９月１日付） 

  ・ 平成２９年度定期総会議事次第（本件連合自治会に係るもの） 

  ・ 定期総会次第（本件まち協に係るもの） 

  ・ ■■■■コミュニティセンターの無償譲渡の覚書等に対するご指摘につい

て（平成２９年６月１３日付三協第７０号） 

  ・ ■■小校区まちづくり連絡協議会の■■■■コミセン事務所使用に関する

疑念について（総合的な観点で）（平成２９年７月１８日付） 

  ・ ■■■■コミュニティセンターの無償譲渡に対するご指摘について（平成
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２９年８月２２日付三協第１２６号の２） 

  ・ オンブズパーソン宛の文書（平成２９年８月２３日付） 

  ・ 三田市長宛の文書（平成２９年８月２４日付） 

  ・ 補完資料 その①（平成２９年８月２９日付） 

  ・ 補完資料 その②Ｈ２９年度まち協議案書 収支決算書 

  ・ 交付金確定前交付理由書（本件まち協に対する平成２８年度の本件交付金

に係るもの） 

  ・ 事業計画書（本件まち協に対する平成２８年度の本件交付金に係るもの） 

  ・ 起案用紙（本件まち協に対する平成２８年度の本件交付金の変更交付決定

に係るもの） 

  ・ ふるさと地域交付金実績報告書（本件まち協に対する平成２８年度の本件

交付金に係るもの） 

  ・ 起案用紙（本件まち協に対する平成２８年度の本件交付金の確定通知に係

るもの） 

  ・ ふるさと地域交付金確定通知書（本件まち協に対する平成２８年度の本件

交付金に係るもの） 

 

第４ 監査の実施 

  本件住民監査請求に係る監査は、下記のとおり実施しました。 

 １ 監査の対象部署 

   市民生活部市民協働室協働推進課 

 ２ 監査の期間 

   平成２９年９月１９日から平成２９年１０月２６日まで 

 ３ 監査の実施方法 

  ⑴ 請求人からの陳述の聴取等 

    自治法第２４２条第６項に規定する請求人からの証拠の提出及び陳述の聴

取を平成２９年１０月１１日に実施しましたところ、請求人が出席され、陳

述されました。 

    また、三田市職員措置請求書（住民監査請求書）補完資料その③（以下

「本件補完資料③」という。）が平成２９年９月２７日に、「三田市職員措置

請求書（住民監査請求書）補完資料その④（以下「本件補完資料④」とい

う。）が同年１０月３日に、「三田市職員措置請求書（住民監査請求書）補完

資料その⑤（以下「本件補完資料⑤」という。）が同月２０日に提出されま

した。 

  ⑵ 関係職員からの陳述の聴取等 

    自治法第２４２条第７項に規定する関係職員からの陳述の聴取を平成２９
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年１０月１１日に実施しましたところ、市民生活部長、同部市民協働室協働

推進課長及び同課係長が出席され、陳述されました。 

    また、請求人からの主張等に対する関係職員からの説明等を記載した書面

（以下「本件説明書」という。）が平成２９年１０月４日に提出されました。 

 ４ 監査対象 

   請求人からの本件措置請求書、本件補正資料、本件補正資料②、本件補完資

料③、本件補完資料④及び本件補完資料⑤（以下、これらを総称して「本件措

置請求書等」という。）並びに請求人からの陳述の内容から本件住民監査請求

は、平成２９年３月３１日付でなされた本件まち協に対する平成２８年度の本

件交付金に係る確定手続について、本件交付金実績報告書に記載されている本

件まち協の組織運営に係る経費としての事務局員の人件費（６１７，０４０円）

が不当なものであることから、これを三田市に返還するよう請求することを求

めるものであると解し、これを監査対象としました。 

 

第５ 監査の結果 

  本件住民監査請求について、自治法第２４２条第８項の規定により監査委員会

議において協議した結果、下記のとおり結論を得ました。 

 １ 監査対象に係る事実 

   監査対象に係る事実について、請求人からの本件措置請求書等及び陳述の内

容、関係職員からの本件説明書及び陳述の内容並びにこれらに係る法令の規定

等に基づき、次のとおり確認しました。 

  ⑴ 本件交付金の概要 

    本件交付金の交付に当たっては、平成２６年４月１日に三田市ふるさと地

域交付金交付要綱（以下「本件交付金交付要綱」という。）を施行されてお

り、この主な内容は下記のとおりとなっていました。 

   ア 交付の目的 

     本件交付金は、協働のまちづくりの実現に向け、地域づくりに関わる多

様な主体が連携・協力しながら、地域の課題解決に向けた自主的かつ主体

的な活動を継続的に展開していくため、その財政的支援として交付するも

のとなっていました。 

   イ 交付対象団体 

     本件交付金の交付を受けることができる団体（以下「まち協等」とい

う。）は、上記の交付の目的に沿った活動を継続的に実施することができ

ると認められる団体で、下記に掲げる要件を全て満たす団体又はこれに該

当する地域組織づくりを目指す団体となっていました。 

    ・ 概ね小学校区程度の区域を活動基盤とする団体 
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    ・ 自治区・自治会を含む多様な団体等で構成されている団体 

   ウ 交付対象事業及び交付対象経費 

     本件交付金の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）及び交

付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、下表のとおり

となっていました。 

交付区分 交付対象事業 上限額 

１ 地域活性化

支援 

⑴ 次の各号に掲げるテーマで、

その内容が地域において継続的

に行うことで課題解決につなが

ると認められる事業 

ア 健康増進及び地域福祉 

イ 防災及び防犯 

ウ 地域交流・多世代交流 

エ 青少年の健全育成 

オ 環境保全、ごみ減量及びリ

サイクル 

カ 文化及びスポーツ振興 

キ 地域の情報発信 

ク 地域計画の作成 

ケ その他地域活性化のための

調査・研究等 

⑵ 安定した組織運営を継続的に

行うために必要な経費 

ア 事務局員への人件費 

イ 事務局となる施設（以下

「事務局施設」という。）の

家賃や施設使用料その他施設

維持管埋経費 

ウ 事務局施設の軽微な改修、

事務局運営に必要な備品等に

係る経費 

エ 前号に掲げる事業活動や組

織運営を円滑に進めるために

開催される役員会等に係る経

費 

２，０００千円

うち⑵アに係る

経 費 に つ い て

１ ， ０ ０ ０ 千

円。⑵イからエ

までのいずれか

の申請若しくは

イ及びウ若しく

はイ及びエ若し

くはウ及びエの

申請又はイから

エまでをまとめ

て申請する場合

の上限額は、３

００千円 

（⑵のみの申請

は不可） 

２ 組織づくり

支援 

５００千円 

（⑴に係る事業

及び⑵エに係る

経費に限る。） 

     ただし、内容が下記のいずれかに該当する場合は、対象としないことと

なっていました。 

    ・ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを

目的とするもの 

    ・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とす
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るもの 

    ・ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定

する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者

を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれ

らに反対することを目的とするもの 

    ・ 他の補助制度等を活用することができるもの 

    ・ 事業を伴わない備品等（事務局運営に必要な備品等を除く。）の購入

となるもの 

    ・ 前各号に掲げるもののほか、市長が交付対象事業として不適切と認め

たもの 

     また、まち協等の事務局員の人件費の取扱いについては、下記のとおり

説明を受けました。 

    ・ 本件交付金の交付対象経費となる事務局員の業務として、まち協等の

事務以外に、コミセンの受付業務、自治区・自治会の事務、まち協等構

成団体の簡易な事務等の業務を認めている。これは、まち協等が、まち

協等の構成団体の活動を支援することがあり、継続的に支援するために

は、これらの業務を行う必要があるためである。しかしながら、基本は

まち協等の事務局員であることから、他の団体の事務の専任として業務

を行っている事務局員の人件費については、本件交付金の交付対象経費

として認めていない。 

    ・ 雇用確認書で雇用契約を締結することとしている。 

    ・ 本件交付金の交付対象経費となる事務局員の時給は兵庫県の最低賃金

を参考に下記の額としている。 

       平成２８年９月３０日以前 時給８００円 

       平成２８年１０月１日以降 時給８２０円 

  ⑵ 本件まち協の状況 

   ア 本件まち協の組織 

     本件まち協については、当該規約において、■■小校区内のさまざまな

地域課題の解決と地域資源の活用を目指して、三田市との協働のもとに、

地域住民が一体となって「住みよいまちづくり」を実践することを目的と

しており、平成２５年５月に設立されていました。 

     また、本件交付金実績報告書によると、本件まち協は、ふれあいまつり

を継続的に開催されている等地域の課題解決に向けた自主的かつ主体的な

活動を継続的に実施されていました。 

   イ 本件まち協の事務局員の人件費 

     平成２８年度の本件まち協においては、事務局員を３名雇用されていま
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した。 

     また、各事務局員と本件まち協の間で雇用契約書兼労働条件通知書及び

雇用契約書兼労働条件（変更）通知書（以下、これらを総称して「雇用契

約書兼労働条件通知書等」という。）を締結されており、この主な内容は

下記のとおりとなっていました。 

    ・ 業務 

       コミセンの受付事務（受付、許可、使用料収納等） 

       まち協事務（会議開催通知、資料作成、会計事務補助等） 

       連合自治会事務（会議開催通知、資料作成、会計事務補助等） 

       まち協構成団体の軽易な事務（電話・窓口対応等） 

       施設管理（鍵の確認業務、施設及び周辺の清掃等） 

    ・ 雇用予定期間 

       平成２８年９月２日～平成２９年３月３１日 

    ・ 雇用形態 

       パートタイマー 

    ・ 勤務場所 

       ■■■■コミュニティセンター 

    ・ 勤務日 

       休館日以外の週２日（シフト制） 

    ・ 勤務時間 

       午前９時～午後１時（１日４時間） 

       業務の都合で午後１時～５時の場合あり 

    ・ 賃金等 

       時給８００円（平成２８年９月３０日以前） 

       時給８２０円（平成２８年１０月１日以降） 

       通勤手当 無（自動車通勤の場合は駐車可） 

    ・ 支給日、支給方法 

       毎月末締め切り 

       翌月１０日支給（支給日が休日の場合はその前日） 

       銀行口座振り込み 

    ・ 年次有給休暇 

       ６か月継続勤務したときに３日 

       平成２８年度のみ、９月～３月の間に３日 

     また、平成２８年度の本件まち協の事務局員の出勤表（以下「本件事務

局員出勤表」という。）における勤務時間数（有給休暇分を含む。以下同

じ。）、支出調書における支給額（源泉徴収税額控除前の支給額をいう。以
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下同じ。）等については、下記のとおりとなっており、これらの支給額の

合計は６１７，０４０円となっていました。 

    ・事務局員① 

 勤務時間数 支給額 支給日 

９月 ３２時間 ■■■■■■円 平成２８年１０月 ６日 

１０月 ３４時間 ■■■■■■円 平成２８年１１月１０日 

１１月 ３８時間 ■■■■■■円 平成２８年１２月 ９日 

１２月 ３２時間 ■■■■■■円 平成２９年 １月１０日 

１月 ３８時間 ■■■■■■円 平成２９年 ２月１０日 

２月 ３４時間 ■■■■■■円 平成２９年 ３月１０日 

３月 ３８時間 ■■■■■■円 平成２９年 ４月１０日 

合計 ２４６時間 ■■■■■■■円  

 

    ・事務局員② 

 勤務時間数 支給額 支給日 

９月 ３８時間 ■■■■■■円 平成２８年１０月 ６日 

１０月 ４２時間 ■■■■■■円 平成２８年１１月１０日 

１１月 ４２時間 ■■■■■■円 平成２８年１２月 ９日 

１２月 ３６時間 ■■■■■■円 平成２９年 １月１０日 

１月 ３０時間 ■■■■■■円 平成２９年 ２月１０日 

２月 ４２時間 ■■■■■■円 平成２９年 ３月１０日 

３月 ３４時間 ■■■■■■円 平成２９年 ４月１０日 

合計 ２６４時間 ■■■■■■■円  

 

    ・事務局員③ 

 勤務時間数 支給額 支給日 

９月 ３３時間 ■■■■■■円 平成２８年１０月 ６日 

１０月 ３２時間 ■■■■■■円 平成２８年１１月１０日 

１１月 ３８時間 ■■■■■■円 平成２８年１２月 ９日 

１２月 ３６時間 ■■■■■■円 平成２９年 １月１０日 

１月 ３０時間 ■■■■■■円 平成２９年 ２月１０日 

２月 ３４時間 ■■■■■■円 平成２９年 ３月１０日 

３月 ４２時間 ■■■■■■円 平成２９年 ４月１０日 

合計 ２４５時間 ■■■■■■■円  

 

 ２ 判 断 
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    自治法第２４２条に規定する住民監査請求は、同法第７５条に規定する住

民による事務監査請求の制度のように、地方公共団体の事務一般の違法又は

不当を問題とするための制度とは異なり、地方公共団体の財務会計の適正な

実現を目的として、租税その他の公租公課を負担する住民に、その個人的な

利益とは直接には関係なく請求を認めた制度であるとされています。 

    このため、住民監査請求において対象とされる事項は、自治法第２４２条

第１項所定の財務会計上の行為に限られていることから、財務会計上の行為

ではない、すなわち財務的処理を目的としない一般行政目的上の行為は、住

民監査請求の対象とはならないものであるとともに、請求人は対象とする違

法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、他の事項から区

別し特定して認識できるように、個別的、具体的に摘示することを要するこ

ととされています。 

    また、この住民監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には、

住民監査請求をする住民の選択に係るものであるとされています。 

   これらを踏まえて、下記のとおり判断しました。 

  ⑴ 本件交付金の交付対象団体としての本件まち協についての判断 

    本件交付金交付要綱において、本件交付金の交付対象団体について規定さ

れているところ、本件まち協は、本件校区内のさまざまな地域課題の解決と

地域資源の活用を目指して、三田市との協働のもとに、地域住民が一体とな

って「住みよいまちづくり」を実践することを目的とされているとともに、

本件交付金実績報告書によると、ふれあいまつりを継続的に開催されている

等地域の課題解決に向けた自主的かつ主体的な活動を継続的に実施されてい

ました。 

    これらのことから、本件まち協が本件交付金の交付対象団体となっている

ことについて不合理な点はないと判断しました。 

  ⑵ 本件交付金の交付対象経費としての本件まち協の事務局員の人件費につい

ての判断 

    まち協等の事務局員の人件費の取扱いについて、関係職員から「本件交付

金の対象となる事務局員の業務として、まち協等の事務以外に、コミセンの

受付業務、自治区・自治会の事務、まち協等構成団体の簡易な事務等の業務

を認めている。これは、まち協等が、まち協等の構成団体の活動を支援する

ことがあり、継続的に支援するためには、これらの業務を行う必要があるた

めである。しかしながら、基本はまち協等の事務局員であることから、他の

団体の事務の専任として業務を行っている事務局員の人件費については、本

件交付金の交付対象経費として認めていない。」との旨の説明を受けました。 

    この関係職員からの説明については、本件交付金が、協働のまちづくりの
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実現に向け、地域づくりに関わる多様な主体が連携・協力しながら、地域の

課題解決に向けた自主的かつ主体的な活動を継続的に展開していくため、そ

の財政的支援として交付するものであることからすると、不合理な点はない

と判断しました。 

    また、雇用契約書兼労働条件通知書等により雇用契約が締結されていると

ころ、雇用契約書兼労働条件通知書等に記載されている業務、時給は、いず

れも本件交付金の交付対象経費となるものとなっていました。 

    さらに、雇用契約書兼労働条件通知書等に記載されている時給に本件事務

局員出勤表における勤務時間数を乗じて得た額と支出調書における支給額を

確認したところ、一致していました。 

    これらのことから、本件まち協の事務局員の人件費が本件交付金の交付対

象経費に算入されていることについて不合理な点はないと判断しました。 

  ⑶ 請求人の主張についての判断 

    請求人は、平成２９年３月３１日付でなされた本件まち協に対する平成２

８年度の本件交付金に係る確定手続について、本件交付金実績報告書に記載

されている本件まち協の組織運営に係る経費としての事務局員の人件費（６

１７，０４０円）が不当なものであることの理由として、本件コミセン使用

覚書が無効であること等を主張しているものと解されるところ、この主張に

対して、関係職員から三田市法律顧問（顧問弁護士）からの見解を踏まえた

ものとして下記のとおり説明を受けました。 

   ア 民法第１１９条（無効な行為の追認）についての判断 

     請求人は、本件無償譲渡覚書について、本件連合自治会内における定期

総会の決議に疑義があることを理由に、会長として本件無償譲渡覚書に調

印した者は会長の地位にないため、本件無償譲渡覚書の締結は無効であり、

さらにそれをもとにした本件コミセン使用覚書についても無効であると主

張している。このため、三田市も民法第１１９条（無効な行為の追認）に

規定する追認をするべきであるとしている。 

     この点については、仮に会長選任決議が遡って効力を生じないと解され

たとしても、同人による本件無償譲渡覚書の締結は無権代理行為に類する

行為と評価されるもので民法第１１６条に規定する追認が本件連合自治会

においてされるかが問題になるものと考えている。 

   イ 契約当事者の不存在により無効であるという主張についての判断 

     本件コミセン使用覚書は、平成２８年９月１日に本件連合自治会の会長

と本件まちづくり協の会長との間で締結された覚書である。 

     本件連合自治会に聞き取りを行った結果、本件コミセン使用覚書につい

ては、平成２８年度上半期の理事会において承認を得て締結したとのこと



- 19 - 
 

である。 

     また、本件コミセン使用覚書は、本件コミセンの一部を本件まち協の事

務所として本件連合自治会と共同利用することを柱としたものであり、自

治会を中心にしながら本件地区全体のまちづくりの推進拠点を確保するこ

とを目的に締結されている。 

     ところで、本件コミセンに関しては、平成２８年４月１０日の定例総会

において、役員選出等の議案とともに無償譲渡覚書の締結の決議を受け、

三田市と本件連合自治会を当事者として、平成２８年９月１日に締結され

ている。その後、本件連合自治会内で、Ｂ氏について、本件連合自治会内

の会長たる地位の確認が必要となったため、数度の臨時総会開催の後、平

成２９年２月１２日開催の臨時総会において役員決議を再度行い、Ｂ氏の

会長たる地位の確認がなされている。そして、平成２９年３月１２日開催

の理事会において、平成２８年度の理事会決議を追認して本件連合自治会

の活動実績を確認し、さらに平成２９年４月９日に本件無償譲渡覚書の追

認がなされている。 

     これらの経過から、仮に、Ｂ氏による本件無償譲渡覚書の締結が、会長

の地位にない者によってなされたと評価されるとしても，それは無権代理

行為に類する行為と評価すべきであるから、民法第１１６条に規定する無

権代理行為の追認の効果が生じたことにより、無償譲渡の覚書の効力は契

約時に遡って有効な状態にあると判断している。また、これにより、本件

無償譲渡覚書に基づいた本件コミセン使用覚書も有効であると判断してい

る。 

   ウ 本件まち協の雇用契約書の無効についての判断 

     本件まち協の雇用契約者の無効については、本件コミセン使用覚書が有

効であると判断しているため、本件まち協の雇用契約書についても有効で

あると判断している。 

   エ 三田市の追認行為についての判断 

     本件無償譲渡覚書の締結の効力に関しては、本件連合自治会が追認して

いる以上、締結当初から有効であると解されることから、本件無償譲渡覚

書を三田市が改めて追認する必要はないと判断している。 

    これらの説明について、民法の規定等に照らした結果、不合理な点はない

ものであると判断しました。 

    また、仮に、本件コミセン使用覚書が無効であると評価されるとしても、

現に本件まち協の事務局員として業務に従事している以上、本件まち協は事

務局員に対してこの対価の支払を免れるものではなく、また、これが本件交

付金の交付対象経費となる業務に従事しているものである以上、三田市はこ
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の対価に相当する本件交付金の支払を免れるものではないと判断しました。 

 ３ 結 論 

   まず、本件まち協が本件交付金の交付対象団体となっていることについては、

本件交付金の目的及び本件まち協の活動状況を確認した結果、不合理な点はな

いと判断しました。 

   次に、本件まち協の事務局員の人件費が本件交付金の交付対象経費に算入さ

れていることについては、まち協等の役割、本件まち協の事務局員の業務、雇

用契約書兼労働条件通知書等の内容、本件事務局員出勤表における勤務時間数、

支出調書における支給額等を確認した結果、不合理な点はないと判断しました。 

   さらに、請求人は、平成２９年３月３１日付でなされた本件まち協に対する

平成２８年度の本件交付金に係る確定手続について、本件交付金実績報告書に

記載されている本件まち協の組織運営に係る経費としての事務局員の人件費

（６１７，０４０円）が不当なものであることの理由として、本件コミセン使

用覚書が無効であること等を主張しているものと解されるところ、この主張に

対する関係職員の判断に不合理な点はないと判断しました。 

   また、仮に、本件コミセン使用覚書が無効であると評価されるとしても、現

に本件まち協の事務局員として業務に従事している以上、本件まち協は事務局

員に対してこの対価の支払を免れるものではなく、また、これが本件交付金の

交付対象経費となる業務に従事しているものである以上、三田市はこの対価に

相当する本件交付金の支払を免れるものではないと判断しました。 

   よって、平成２９年３月３１日付でなされた本件まち協に対する平成２８年

度の本件交付金に係る確定手続については三田市に損害が発生していると判断

できないものであることから、請求人の主張には理由がなく、措置の必要を認

めることができませんでした。 

 

第６ 市長への要望 

 １ 本件交付金の交付対象経費の支払時期 

   平成２８年度の本件交付金の交付対象経費として計上されているものの一部

について、平成２９年４月に支払されているものがありました。 

   交付金の交付対象経費については、基本的には、当該年度内に支払が完了し

ているものが計上されることとなるものですが、継続的な活動に対する交付金

等これに依り難いものについては、疑義等が生じないように、この旨を交付要

綱又はこれを補完するガイドライン等に明記しておくべきであると考えられま

すので、検討してください。 

 ２ 本件無償譲渡覚書第６条の手続 

   本件まち協に本件まち協の事務所を本件コミセン内の事務室に置かせること
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を承認する行為については、本件連合自治会が本件まち協の参加の団体である

ことから、共同利用としているものと判断しており、三田市と本件連合自治会

において本件無償譲渡覚書第６条の手続がなされていないとの説明を受けまし

た。 

   しかし、本件連合自治会が今後、多様な団体との連携協力をする可能性を考

えると、本件無償譲渡覚書第６条の手続をしておくことが望ましいと考られま

すので、検討してください。 

 


